
新旧対照表 

旧 新 備考 

地質調査業務共通仕様書 

昭和６１年１０月 制   定 

平成１０年 ４月 改   定 

平成２０年１２月 全面改訂 

平成２２年 ２月 改   定 

平成２５年 ４月 改   定 

平成２８年 ７月 改   定 

令和 ２年 ８月 改   定 

令和 ３年 ９月 改   定 

 

 目次 

  第４章 

   第２節 スウェーデン式サウンディング試験 

 

 

第 104 条 業務の着手 

受託者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結

後 15 日以内（土曜日、日曜日、祝日等（横浜市の休日を定める

条例に規定する横浜市の休日（以下「休日等」という。））を除

く。）に地質・土質調査業務に着手しなければならない。 

契約約款第３条による着手届出は５日以内だが、この場合に

おいて、着手とは管理技術者が地質・土質調査業務の実施の

ため監督員との打合せを行うことをいう。 

地質調査業務共通仕様書 

昭和６１年１０月 制   定 

平成１０年 ４月 改   定 

平成２０年１２月 全面改訂 

平成２２年 ２月 改   定 

平成２５年 ４月 改   定 

平成２８年 ７月 改   定 

令和 ２年 ８月 改   定 

令和 ３年 ９月 改   定 

令和 ７年 ３月 改   定 

 目次 

  第４章 

   第２節 スクリューウエイト貫入試験（旧 スウェーデン式サウン

ディング試験） 

 

第 104 条 業務の着手 

受託者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結

後 15 日以内（土曜日、日曜日、祝日等（横浜市の休日を定める

条例に規定する横浜市の休日（以下「休日等」という。））を除

く。）に地質・土質調査業務に着手しなければならない。 

なお、前述に関わらず、債務負担を設定する地質・土質調査

業務の委託のうち、入札、契約を行う年度内の支出がないもの

については、契約締結後、同年の４月１日以降の 15 日以内（休

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正年月を追記 

 

 

名称を国交省仕様書と

統一 

 

 

 

 

 

 

いわゆる”ゼロ市債を設

定している委託”を想定

した「業務の着手」の取



 

 

 

 

 

第 113 条 委託業務計画書 

１ 受託者は、契約締結後 14 日以内（休日等を含む。）に

委託業務計画書を作成し、監督員に提出しなければなら

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 サウンディング 

 第２節 スウェーデン式サウンディング試験 

 

 

第 404 条 目的 

スウェーデン式サウンディング試験は、深さ 10ｍ程度の軟弱地

盤における土の静的貫入抵抗を測定し、その硬軟若しくは締まり

具合又は土層の構成を判定することを目的とする。 

 

 

 

日等を除く）に地質・土質調査業務に着手するものとする。 

契約約款第３条による着手届出は５日以内だが、この場合に

おいて、着手とは管理技術者が地質・土質調査業務の実施の

ため監督員との打合せを行うことをいう。 

 

第 113 条 委託業務計画書 

１ 受託者は、契約締結後 14 日以内（休日等を含む。）に

委託業務計画書を作成し、監督員に提出しなければなら

ない。 

    なお、前述に関わらず、債務負担を設定する地質・土質調

査業務の委託のうち、入札、契約を行う年度内の支出がない

ものについては、特記仕様書等に定めがある場合を除き、契

約締結後、同年の４月１日以降の第 104 条に規定する”業務

の着手”までに委託業務計画書を作成し、監督員に提出す

るものとする。 

 

第４章 サウンディング 

 第２節 スクリューウエイト貫入試験（旧 スウェーデン式サウンディ

ング試験） 

 

第 404 条 目的 

スクリューウエイト貫入試験（旧 スウェーデン式サウンディング

試験）は、深さ 10ｍ程度の軟弱地盤における土の静的貫入抵抗を

測定し、その硬軟若しくは締まり具合又は土層の構成を判定するこ

とを目的とする。 

 

 

り扱いを追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

いわゆる”ゼロ市債を設

定している委託”を想定

した「委託業務計画書」

の取り扱いを追記 

 

 

 

 

名称を国交省仕様書と

統一 

 

 

名称を国交省仕様書と

統一 

 

 

 

 



 第 405 条 試験等 

１ 試験方法及び器具は、JIS A 1221（スウェーデン式サウンディ

ング試験方法）によるものとする。 

 

第 406 条 成果品 

成果品は、次のものを提出するものとする。 

 (２) 試験結果は、地盤工学会記録用紙、報告書用紙の JIS 

A 1221（スウェーデン式サウンディング試験方法）により整理

し提出するものとする。 

 第 405 条 試験等 

１ 試験方法及び器具は、JIS A 1221（スクリューウエイト貫入試

験（旧 スウェーデン式サウンディング試験））によるものとする。 

 

第 406 条 成果品 

成果品は、次のものを提出するものとする。 

 (２) 試験結果は、地盤工学会記録用紙、報告書用紙の JIS 

A 1221（スクリューウエイト貫入試験（旧 スウェーデン式サウ

ンディング試験））により整理し提出するものとする。 

 

名称を国交省仕様書と

統一 

 

 

 

 

名称を国交省仕様書と

統一 

 


